
施設基準に係る掲示 ／ 電子的診療情報連携体制整備加算

医療DX推進への取組みについて
当院では、医療のデジタル化（医療DX）を推進し、より質の高い医療を提供するための取組みを実施しています。

診療情報の活用

オンライン資格確認による診療情報の活用

医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムに
より取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。

マイナンバーカード（マイナ保険証）を保険証としてご利用いただくことで、他の医療機関での
処方・検査・診療情報等を確認しながら、より安全で的確な診療を行うことができます。

医療DXへの取組み

マイナ保険証の促進と医療DXを通じた質の高い医療の提供

マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう
取り組んでいる保険医療機関です。

マイナ保険証を積極的にご利用ください。受付手続きの効率化や医療情報の共有により、待ち時
間の短縮や投薬・アレルギー情報の確認など、患者さんにとって安全で便利な医療サービスの提
供に努めています。

明細書の無料交付

詳細な診療明細書の無料交付

算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細
な明細書を、患者さんに無料で交付しています。

診療後、窓口にて明細書を無料でお受け取りいただけます。明細書には診察・検査・処置・薬剤
等の項目名・点数（金額）が詳しく記載されていますので、内容についてご不明な点はお気軽に
お申し出ください。
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